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地区の区分 地区計画の概要 

１ ２ ３  

   ①建築物等の用途の制限 

 住宅地としての居住環境を保護するため、建築物等の用途の制
限を設けます。 

  

 

 ②容積率の最高限度 

 住宅地としての居住環境を保護するため、地区の区分に応じて
容積率を定めます。 
※１ 容積率・建蔽率の算定においては、区画道路に係る部分

の面積を除く 
※２ 容積率・建蔽率の算定においては、補助２４７号線に係

る部分の面積を除く 

  

   ③建築物の敷地面積の最低限度 
 住宅地としての居住環境を保護するため、敷地面積の最低限度
を定めます。 

   ④壁面の位置の制限 

 ゆとりある居住環境の形成を図るため、壁面の位置の制限を定
め、あわせて環境緑地も整備します。※３ 
１号壁面線（道路中心から 3.5ｍ後退） 
２号壁面線（都市計画道路補助 247 号線の境界線まで後退） 
※２号壁面は都市計画法第 53 条第１項に基づく許可による緩
和があります。 

   隣地・道路境界（幅員 6ｍ越を除く）から建築物の外壁等までの

距離は 0.5ｍ以上 

   ⑤壁面後退区域における工作物の設置の制限 

１号壁面線の範囲内に門塀等、工作物の設置はできません。 

   ⑥建築物等の高さの最高限度 

 幹線道路沿道として良好な街並み景観を実現し、後背の居住環
境と調和を図るため、建築物等の高さの最高限度を定めます。 

   ⑦建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 

 建築物の外壁等の色は白、グレー、茶等を基調とした落ち着い
た色調とします。 

    屋外広告物は屋上に取り付けることができません。 

   ⑧垣又はさくの構造の制限 

 道路又は環境緑地に面する垣又はさくの構造は生垣または透
過性のあるフェンスとします。 

   ⑨土地の利用に関する事項 

 良好な自然環境を維持するため、現に存する緑地は可能な限り
保全し、敷地内の緑化に努めます。 

※詳細は、「２ 地区計画の計画書」をご確認ください。 

※３ 環境緑地の考え方 

 

 

１ 建築物等の整備について（建築のルール） 

[マージャン・カラオケ等] 

① 100％ 

100㎡ 75 ㎡ 

指定部分のみ 

[店舗等 150 ㎡超・独立自動車車庫] 

②１号壁面線があ

る敷地で接道長5ｍ

以上の場合※１ 

120％ 

指定 

容積率 

① 120％ 

100 ㎡ 

②２号壁面線があ

る敷地の場合※２ 

150％ 

指定部分のみ 

接道長さ Ｌ 

Ｌ×１/２以上 

環境緑地 

 地区計画は、建築行為等の着手３０日前までに届出が必要です。  

工作物の設置はできません 

１5ｍ 

１号壁面線→ 

区画道路境界線→ 

道路境界線→ 
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名   称  西台二丁目周辺地区地区計画 

位   置※ 板橋区西台一丁目、西台二丁目及び西台三丁目各地内 

面   積※ 約 ２７．９ ha 

地区計画の目標 武蔵野台の崖線に位置する高低差のある地形や農地、社寺林等に存する良好な自然環

境のみどりの保全に努める。さらに、沿道緑化を推進しながら公園や前谷津川緑道等ま

とまったみどりのネットワークを形成する豊かなみどりに包まれたゆとりとうるおい

のある低層住宅市街地の形成を目指す。 

また、無秩序な市街化を防止し、都市基盤の整備誘導を図るとともに、補助 247号線

等の幹線道路沿道における適切な建物の誘導を図りながら、安全・安心して暮らせる市

街地環境の整備を推進する。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の方針 地区の特性に合わせて、本地区を３つに区分し、それぞれ土地利用の方針を次のよう

に定める。 

１ 住宅地区 

   都市基盤の整備拡充を図りながら、地域に点在する公園や緑道、農地、社寺林等の

みどりと高低差のある地形を活かし、環境緑地の創出による連続した沿道緑化を促進

し、まとまったみどりがネットワークを形成する低層住宅地としての土地利用を図

る。 

２ 沿道Ａ地区 

幹線道路沿道の立地条件を活かし、地域の利便性の向上を図る沿道サービス施設や

中高層住宅、業務系施設等の立地誘導を図りながら、後背の住宅地としての環境と調

和した良好な沿道市街地としての土地利用を図る。 

３ 沿道Ｂ地区 

   補助２４７号線沿道は、都市計画道路の整備拡充に合わせて適正な土地の有効利用

を促進し、後背の住環境に配慮した中層住宅地としての土地利用を図る。 

地区施設の整備

の方針 

１ 消防活動困難区域の解消と交通機能の改善や歩行者の安全性の向上を図り、安全・

安心して暮らせる低層住宅地を形成するため、地区内の主要な道路を区画道路として

整備を行う。 

２ うるおいあるみどりに包まれたゆとりある住宅市街地の形成を図るため、まとまっ

たみどりをネットワークするよう環境緑地を地区施設として配置し、環境緑地の２分

の１以上を植栽し、沿道緑化を促進する。さらに、敷地内緑地にも努める。 

建築物等の整備

の方針 

 良好な市街地形成を図るため、建築物等に関する制限を次のように定める。 

１ 住宅地としての居住環境を保護するため、建築物等の用途の制限、建築物の容積率

の最高限度を定めるとともに、敷地の細分化を防止するため、建築物の敷地面積の最

低限度を定める。 

２ ゆとりある居住環境や沿道緑化によるみどり豊かな街並み形成を図るため、壁面の

位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物等の形態又は色彩そ

の他の意匠の制限及び垣又はさくの構造制限を定める。 

３ 沿道Ｂ地区においては、幹線道路沿道としての良好な街並み景観を実現し、後背の

居住環境と調和を図るため、建築物等の高さの最高限度を定める。 

その他当該区域の

整備、開発及び保

全に関する方針 

 武蔵野台の崖線部の緑地を守るため、現に存する樹林地、草地等を可能な限り保全す

る。 

地
区
整
備
計
画 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

 名 称 幅 員 延 長 備 考 

道路 区画道路１号 ６ｍ 約６３０ｍ 拡 幅 

区画道路２号 ６ｍ 約５００ｍ 拡 幅 

区画道路３号 ６ｍ 約２９０ｍ 拡 幅（一部新設） 

区画道路４号 
３ｍ 

（６ｍ）注） 
約４６０ｍ 

拡幅（道路中心線は既存道路の反

対側から３ｍとする） 

注）（ ）内は地区外を含めた 

道路幅員 

平1 9 . 4 . 6 

板橋区告示第 121号  
２ 地区計画の計画書 
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区画道路５号 ６ｍ 約１３０ｍ 拡 幅 

 

地
区
施
設
の
配
置 

及

び

規

模 

その他の

公共空地 
名 称 幅 員 延 長 備 考 

環境緑地 ０．５ｍ 約３,５００ｍ 

計画図２に示す環境緑地は、敷

地の接道長の２分の１以上を植

栽する。 

保存すべき緑

地 

面 積 
既 設 

約１,３００㎡ 

 
 
 
 

 
 
 

地
区
整
備
計
画 

 地区の区
分 

名称 住宅地区 沿道Ａ地区 沿道Ｂ地区 

面積 ２４．３ha ２．４ha １．２ha 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等

の用途の

制限※ 

 準住居地域内は、次

に掲げる用途に供す

るために建築物を建

築し、又は建築物の用

途を変更してはなら

ない。 

(１) マージャン屋、

パチンコ屋、射的

場、勝馬投票券発

売所、場外車券売

場その他これら

に類するもの。 

(２) カラオケボッ

クス。 

次に掲げる用途に供するため

に建築物を建築し、又は建築物の

用途を変更してはならない。 

(１) 店舗、飲食店その他これら

に類する用途に供するもの

で、その用途に供する部分の

床面積が１５０㎡を超える

もの。 

(２) 独立した自動車車庫。 

建築物の

容積率の

最高限度

※ 

１ １０／１０とする。 

２ 計画図３に示す１号壁

面の位置の制限がある敷

地で、接道長５ｍ以上（接

道長５ｍ未満の土地につ

いては、決定告示日の接道

長とする。）の敷地にあっ

ては、 １２／１０とする

ことができる。 

ただし、建築物の容積率

及び建ぺい率（以下「容積

率等」という。）の算定に

おいては、区画道路にかか

る部分の面積を敷地面積

に算入してはならない。 

 １ １２／１０とする。 

２ 計画図３に示す２号壁面の

位置の制限がある敷地にあって

は、１５／１０とすることがで

きる。 

ただし、容積率等の算定におい

て、補助２４７号線にかかる部

分の面積を敷地面積に算入して

はならない。 

 

建築物の敷

地面積の最

低限度 ７５㎡ １００㎡ 

壁面の位

置の制限 

１ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び門、塀等は、次のとおりとする。 

（１） 計画図３に示す壁面の位置の制限の範囲内に建築又は設置してはならない。た

だし、計画図３に示す２号壁面にあっては、区長が敷地形状によりやむを得ない

と認める場合はこの限りではない。 
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（２） 道路が隅角１２０度未満で交わる角敷地においては、当該道路が交わる入隅を

頂点とする長さ２ｍの底辺を有する二等辺三角形の範囲内に建築又は設置して

はならない。ただし、都道４４６号線、補助２０１号線、及び補助２４７号線に

交わる角敷地においてはこの限りではない。 

 
 
 
 

 
 
 

地
区
整
備
計
画 

 
 
 
 

 
 
 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

 ２ 隣地境界線及び道路境界線（幅員６ｍを越える道路に接する部分を除く）から建築

物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、０．５ｍ以上でなければならない。

ただし、この地区計画の決定告示日においてこの限度に満たない距離にある現に存す

る建築物又は、建築物の各部分が次の各号の一つに該当する場合はこの限りではな

い。 

（１） 物置その他これらに類する用途（自動車車庫を除く）に供し、軒の高さが２．

３ｍ以下で、かつ床面積の合計が５㎡以下であるもの。 

（２） 自動車車庫（階数が２以上のものを除く）。 

（３） 床面積に算入されない出窓部分で、外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの

合計が３ｍ以下のもの。 

壁面後退

区域にお

ける工作

物の設置

の制限 

 計画図３に示す１号壁面の位置の制限の範囲内に門・塀等、工作物を設置してはなら

ない。ただし、新たに擁壁の設置等建築物の敷地の安全上適当な措置を講じるものにつ

いては、区画道路にかからないものは、この限りでない。 

建築物等

の高さの

最高限度 

  １５ｍ 

ただし、階段室、昇降機塔

その他これらに類する建築物

の屋上部分の水平投影面積の

合計が、当該建築物の建築面

積の８分の１以内の場合にお

いては、その部分の高さは、

５ｍまでは当該建築物の高さ

に算入しない。 

建築物等

の形態又

は色彩そ

の他の意

匠の制限 

１ 建築物の軒、庇、出窓その他これらに類するものは、次のとおりとする。 

(１) 計画図２に示す区画道路の範囲内にかかる形態としてはならない。 

(２) 計画図３に示す２号壁面線の範囲内にかかる形態としてはならない。 

(３) 道路が隅角 120 度未満で交わる角敷地においては、当該道路が交わる入隅を頂点

とする長さ２ｍの底辺を有する二等辺三角形の範囲にかかる形態にしてはならな

い。ただし、都道４４６号線、補助２０１号線、及び補助２４７号線と交わる角敷

地においてはこの限りではない。 

２ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の色は、刺激的な原色を避け落ち着きのある色調

とする。 

３ 看板、広告塔等の屋外広

告物は建築物の屋上に取

り付けてはならない。 

 ３ 看板、広告塔等の屋外広告

物は建築物の屋上に取り付

けてはならない。 

垣又はさ

くの構造

の制限 

 道路又は環境緑地に面する垣又はさくの構造は、生け垣又は透過性のあるフェンスと

する。ただし、地盤面から高さ 0.6ｍ以下の部分についてはこの限りではない。 

土 地 の

利 用 に

関 す る

事項 

樹 林

地、草

地 等

の 保

全 

良好な自然環境を維持するため、現に存する緑地は可能な限りその保全に努める。 

        ※は知事同意事項 

「区域、地区区分、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は、計画図表示とおり」 

理由：武蔵野台の崖線に位置する良好な自然環境を活かし、沿道の緑化を推進しながら適切な建築物の誘導を図

ることで市街地環境の改善を推進し、うるおいあるみどりに包まれたゆとりある住宅市街地を形成するた

め、地区計画を決定する。
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３ 地区計画の解説 

 

 地区特性に合わせたまちの将来像（計画書の「土地利用の方針」で定めている。）を実現するため、地区を以 

下の３つに区分し、沿道Ａ地区及びＢ地区については、建築基準法による「用途地域」の制限に加えて、建物 

の用途を制限しており、住宅地区及び沿道Ｂ地区については、容積率の最高限度を地区計画で定めています。 

 

 

■地区区分、建築物の用途の制限及び容積率の最高限度について 

 

沿道Ａ地区 

【建築物の用途の制限】： 準住居地域に指定されている地域（補助 201 号線沿道）では、『マージャン

屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、その他これに

類するもの、カラオケボックス』を制限しています。 

住宅地区 

【建築物の用途の制限】： 

用途の制限はありません。 

沿道Ｂ地区 

【建築物の用途の制限】： 

『店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する

もので、その用途に供する部分の床面積が 150 ㎡を

超えるもの、独立した自動車車庫（住宅に付属する

車庫、青空駐車場は可能）』を制限しています。 

20m 

20m 

計画図１ 

【容積率の最高限度】： 制限はありません。 

【容積率の最高限度】： 

①100％ 

②1 号壁面線がかかる敷地では、120％に

することができます。 
 
※ただし、区画道路に 5m 以上接していること。 

※容積率、建ぺい率の算定において、区画道路に

かかる部分の面積を敷地面積から除きます。 

【容積率の最高限度】： 

①120％ 

②2 号壁面線がかかる敷地では、150％にすること

ができます。 
※容積率、建ぺい率の算定において、計画道路にかかる

部分の面積を敷地面積から除きます。 



6 

 

 

① 消防活動困難区域を解消し地域の防災性が向上するよう、また、通学等における歩行者の安全な交通環境を

確保するため、区画道路（６ｍ）を地区施設として配置されています。 

② 災害時、倒壊の危険性のあるブロック塀など防災上危険なものを制限し、みどり豊かでうるおいのある住宅

地をつくっていくため、まとまった緑がネットワークするよう環境緑地（沿道緑化 50cm）を地区施設と

して配置されています。 

 

 

沿道緑化 50 ㎝ 
環境緑地（沿道緑化 50 ㎝） 

地区計画区域 
（地区整備計画区域） 

■地区施設及び環境緑地の配置について 

計画図２ 

区画道路 1、2、3、5 号 
（道路中心より 3m後退） 

区画道路 4 号 
（既存道路の反対側より 6ｍ後退） 

環境緑地 
（幅員 0.5m：接道長さの 1/2 以上を植栽） 

保存すべき緑地 
（現に存する緑地の保全） 

保存すべき緑地 

区画道路（幅員 6m）について 
・新築、建替え、増改築を行うときは、道路中心より 3ｍ

後退（区画道路４号については、既存道路の反対側より

6m 後退）することになります。 

環境緑地（沿道緑化 50cm）について 

・建替え等の際によう壁や門、塀等を作りかえる場合には、

接道長さの 2 分の 1 以上を植栽（幅 50cm）することに

なります。 

区画道路 4 号（6m） 

 

 

住宅 区域外住宅 

既存道路の反対側から 6m 平坦地 

接道長の 1/2 以上を 

植栽（幅員 50cm） 

住宅 住宅 

道路中心から 3.0m 
高低差のある敷地 

区画道路 1、2、3、5 号（6m） 

 

よう壁の上で接道

長の 1/2 以上植栽

（幅 50cm） 

よう壁は3m後退

した場所に築造 

 

環境緑地（沿道緑化 50 ㎝） 
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① 採光や通風を確保し良好な住環境を保全し、災害時に火災の延焼などを防止するため、隣地境界線及び道路

境界線（幅員 6m 超の道路に接する部分を除く。）建築物の外壁面又はこれらに代わる柱の面の間は 50cm

以上離して建てることとなります。 

② 歩行者の安全などに配慮し、見通しを改善し、緑豊かなまちなみ形成を図るため、壁面位置の制限を定めて

います。 
 
 

 

地区計画区域 
（地区整備計画区域） 

■壁面位置の制限について 

計画図３ 

1 号壁面 

（区画道路中心より 3.5ｍまで建物を後退） 

2 号壁面 
（都市計画道路境界線まで、建物を後退） 

 

【解説①】建物と隣の建物の間の距離について 

住宅 

隣地境界線から 50cm より近い場

所に建物を建てられません。 

 ただし、軒、庇は対象外です。 

①住宅の場合 

住宅 

50cm 

住宅 

軒の高さが 2.3m 以下でかつ床面積

の合計が 5 ㎡以内であれば、50cm よ

り近くに建てることができます。 

②物置などの場合 

物置 

2.3m 以下 

隣地境界線 

住宅 

住宅の付属車庫、出窓の長さの合計

が 3m以下であれば、50cmより近く

に建てることができます。 

③自動車車庫、出窓などの場合 

付属車庫 

住宅 

出窓 

隣地境界線 隣地境界線 

50cm 50cm 50cm 50cm 50cm 
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住宅地においては、建物の建て詰まりを防止しゆとりある低層住宅地の形成、また、沿道Ａ・Ｂ地区におい

ては、中層住宅等の土地利用を誘導するため、敷地面積の最低限度を制限しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説②】建物と道路との距離について 

①区画道路（1 号壁面）に接する敷地 

住宅 

道路中心線 

②補助 247 号線（2 号壁面）に接する敷地 

6ｍ 
壁面の位置の制限 

建物を建てることはできません。 
※ただし、軒・庇・植栽や駐車スペース利用は

可能です。 

門・塀等、工作物は設置できません。 
※ただし、新たな擁壁の設置等の敷地の安全上

適当な措置は可能です。 

将来道路となる部分 

住宅 

道路 

11ｍ 
壁面の位置の制限＝都市計画道路 

計画線 

将来道路となる部分。 

建物を建てることはできません。 

③「①」以外の 6m 未満の道路に接する敷地 

住宅 

④角敷地 

4ｍ 
壁面の位置の制限 

建物を建てることはできません。 
※ただし、軒や庇、出窓及び植栽や駐車

スペース利用は可能です。 

建築基準法により建

物を建てる場合は道

路にする必要があり

ます。 

角敷地 道路 

・交差部の角度が 120°以上の箇所は必要ありません。 

・都道 446 号線（松月院通り）、補助 201 号線、補助 247 号線も

接する箇所は必要ありません。 

道路 

2ｍ 

道路 

2ｍ 
建物を建てることができ

ない部分。 

■建築物の敷地面積の最低限度について 

①住宅地区：75 ㎡ ②沿道Ａ・Ｂ地区：100 ㎡ 

○：建物を建てることができる敷地 

×：建物を建てられない敷地 

【地区計画策定時 75 ㎡を超える場合】 

150 ㎡ 75 ㎡ 75 ㎡ 

140 ㎡ 65 ㎡ 

【地区計画策定時 75 ㎡を下回る場合】 

75 ㎡ 

未満 そのままの敷地で建て替え 

75 ㎡ 

未満 

【区画道路の整備により 75 ㎡を下回る場合】 

区画道路の整備 

75 ㎡ 

未満 
75 ㎡ 

区
画
道
路 

○：建物を建てることができる敷地 

×：建物を建てられない敷地 

【地区計画策定時 100 ㎡を超える場合】 

200 ㎡ 100 ㎡ 100 ㎡ 

180 ㎡ 
80 ㎡ 

【地区計画策定時 100 ㎡を下回る場合】 

100 ㎡ 

未満 そのままの敷地で建て替え 

100 ㎡ 

未満 

【補助 247 号線の整備により 100 ㎡を下回る場合】 

計画道路の整備 

100 ㎡ 

未満 
100 ㎡ 

補
助
247
号
線 

敷地の周りは 50cm 空けて 

建物を建てます。 

敷地の周りは 50cm 空けて 

建物を建てます。 

50cm 

敷地の周りは 50cm 空けて 

建物を建てます。 

75 ㎡ 100 ㎡ 

50cm 
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沿道Ｂ地区では、建築物の高さの最高限度を 15ｍ 

と定めています。ただし、階段室や昇降機塔等で一 

定規模以下のものは対象外となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

計画図3に示す1号壁面の位置の制限により後退した敷地部分では、沿道の緑化や将来道路となるため、門、

塀等の工作物の設置を制限しています。 

また、建替え等を行う際に、安全上よう壁を作りかえる場合には、区画道路にかからないように設置するこ

とになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■建築物の高さの最高限度について 

■壁面後退区域における工作物の設置制限について 

■建築物等の形態又は色彩その他意匠の制限について 

①外壁等の色について 

住宅地としての環境にふさわしく、建物等の外壁の色は、落ち着 

きのある色調としています。 

 

 

②看板、広告塔等の屋外広告物について 

 住宅地区、沿道Ｂ地区については、住宅地としての環境及び日照 

等を保護するため、看板、広告物等の屋外広告物を禁止しています。 

 

③区画道路・環境緑地及び都市計画道路沿道の軒、庇、出窓について 

 将来道路となる区画道路（幅員 6ｍ）や都市計画道路計画線（補助 247 号線（計画幅員 11ｍ））に、建物の軒、庇、出窓

がかからないようにします。 

 

住宅 

環境緑地(50cm) 区画道路(6m) 

出窓 

軒、庇 

住宅 

都市計画道路補助 247 号線 

出窓 

軒、庇 

④交差点（角敷地）の軒、庇、出窓について 

 交差点の見通しを確保するため、建物の軒、庇、出窓などが底辺 2ｍの隅切部分にかからないようにします。 

1Ｆ 

2Ｆ 

3Ｆ 

4Ｆ 

5Ｆ 

15m以下 

都市計画道路（補助 247 号線） 

Ａ 

5m 以下 

階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投

影面積の合計Ａが、当該建築物の建築面積Ｂの 8 分の 1 以内の場合

においては、その部分の高さは 5m 以下であれば、15m を超えてつ

くることができます。 

Ｂ 

看板・広告

物等 

派手な色 

原色 
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災害等における危険性や通りの見通しを改善し、緑豊かな街並み景観の形成を図るため、建替え等において

塀等を設置又は作りかえる場合には、下図のように道路の沿道は、生垣や透過性のあるフェンス等にすること

とします。ただし、隣地境界側については制限していません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区計画に関するお問い合わせは・・・ 

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目６６番１号 

(区役所北庁舎５階１６番窓口) 

    板橋区都市整備部建築指導課意匠審査係                

     TEL  ０３－３５７９－２５７３（直通） 

 

                                    令和３年１０月作成 

                                        

■垣又はさくの構造制限 

花壇 ブロック塀 緑化フェンス 生垣 

60cm 以下 60cm 60cm 以下 60cm 以下 


